
2021年8月3日

Japan tax alert
EY税理士法人

メキシコ-新労働法下での 
「特殊なサービスを提供する 
会社」における移民法管理 
手続きについて
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2021年4月23日に連邦官報に掲載された労働法下での「アウトソーシング 
改革」により、通称「特殊なサービスを提供する会社」に分類される企業は、 
3年ごとに専門サービスまたは専門業務用の登録（スペイン語でREPSE）を行い、 
都度更新することが必要となりました。

移民法上の管理手続きにおける影響は何か?
2020年7月1日、メキシコ入国管理局はREPSEを取得する企業に、労働省に 
加え入国管理局への申請をする事も義務化することを発表しました。 
入国管理局は、雇用主登録証明書に本登録内容を反映させる為、電子登録 
（electronic registry）での追加登録が必要となります。この追加登録を行わない 
企業は、REPSEの取得対象から除外されたと当局より判断されます。

上記メキシコ入国管理局への追加登録を怠った場合、REPSEから除外された 
企業を対象に雇用主登録証明書が取り消される場合があります。

雇用主登録証明書を取り消された場合はどうなるか?
雇用主登録証明書は、企業が外国人を雇用し、労働許可申請のスポンサーとなる 
ことを可能にする基本的な文書であるため、この証明書が取り消されると次の 
様な問題が発生します。

• 新規雇用並びに今後の労働許可申請は認められません。

• 雇用主からのスポンサーを得て仮の「居住者」扱いで入国している従業員に
ついては、居住書類が取り消され、入国を拒否される可能性があります。

今後、労働省に「特殊なサービスを提供する会社」として登録される場合、注意が 
必要になります。また本件に関する追加情報が必要な場合は、弊社にご連絡下さい。
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メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジン
にて配信しております。
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
1. https://www.eyjapan.jp/connect-with-us/mail-magazine/index.html を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要が 
ございます。
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